
 

東日本大震災の企業の教訓の防災ビルからの発信 

～物流関係を中心に～ 
Dispatch of the Lessons of the Great East Japan Earthquake for Enterprises from a 

Disaster Resilient Building －Mainly Lessons Related to Logistics－ 
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   In the scheme of joint research of the International Research Institute of Disaster Science (IRIDeS) of Tohoku 

University and two private companies, authors extracted the lessons which are effective for enterprises, especially for 

distribution industry, from many cartularies of local governments and trade societies on the Great East Japan 

Earthquake. Subsequently authors and the two companies jointly started the activity to dispatch these lessons from the 

Sendai Nagamachi Future Co-creation Center, which is a disaster-resilient building and used as temporary place for 

commuters who have difficulty returning home in Sendai City based on the agreement with the city. In addition, Sendai 

City, the two companies and IRIDeS concluded the agreement to promote enterprise disaster management. 
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１．はじめに 

東日本大震災では，被災した企業や災害対応に当たっ

た企業の行動に関する教訓が様々に存在した．しかし，

特定の拠点から恒常的にこれらが発信されている例は少

ない．そこで，東北大学災害科学国際研究所と民間企業

2 社との共同研究の中において，著者らは，地方自治体，

業界団体等が公表した東日本大震災の記録集から民間企

業に有効な教訓を抽出する研究に取り組んだ．その際，

両社が物流関係の企業であることから，災害時の物流に

関するものを優先して進めた．そして，抽出された教訓

を仙台市内に建設された高い防災性能を持つ「仙台長町

未来共創センター」から発信する活動を 2022年 4月から

開始した．また，この活動を含む企業防災等の推進に関

する協定を，仙台市，共同研究先 2 社及び災害科学国際

研究所の 4 者が締結した．本論文はこれらの研究及び活

動を報告するものである． 

２．東日本大震災の課題・教訓の公開 

 東日本大震災の被害と救援・救助，復旧，復興の取り

組みなどの対応の記録や，発生した課題や問題点の整理

や評価の報告を，政府や地方自治体が様々な資料として

公表している．また，これら記録集等を教訓として活か

し，政府・自治体の制度や体制の改善や企業の防災・事

業継続計画の改善なども行われてきている． 

政府の東日本大震災の教訓の整理の取組みでは，例え

ば，2011年 10月に設置された中央防災会議の防災対策推

進検討会議が，その中間報告において東日本大震災にお

ける対応の課題を包括的に整理しており，最終報告で対

応の方向性を示したが，これには企業に関する事項も含

まれている 1)．また，各省庁の大震災の記録集等（白書

を含む）にも東日本大震災の課題や教訓の取りまとめの

記載があり，それらに企業に関する記載もある 2)． 

さらに，東日本大震災で被災した多くの地方公共団体

も，大震災の被害と応急対応，復旧・復興の記録や評価

をまとめ，公開している（具体的には第 4章を参照）． 

 これらの記録誌等は，行政が取りまとめたものである

ことから，企業の教訓につながる記述は量として多くは

なく，記述も各所に散らばっている例が多いため，企業

がそれらを一から読むのでは効率的に学ぶことは容易で

ない．そこで，筆頭著者の研究室と(株)丸和運輸機関が

2019 年 6 月から開始した事業継続計画や災害時物流のあ

り方の共同研究の中で，東日本大震災の有用な教訓を抽

出し，活用する活動に取り組み始めた．  

なお，大震災から 10年以上経過した現時点で教訓の抽

出・整理を行う意義としては，被災市町村の防災担当職

員でさえ大震災の教訓を十分認識しておらず伝承活動に

取り組む例もあるが 3)，同様に被害を受けたり対応に当

たったりした企業でも大震災の教訓を認識できていない

例が多いので，その対策として有効と考えられる．さら

に，大震災の被災地で防災を学ぶために訪れる企業・組

織も少なくないことから，その学びのテキストとする価

値もあると考えている．ただし，東日本大震災後，現在

までに災害対応の仕組みや制度にはかなりの変更・改善

が行われ，技術も向上している．そこで，大震災の教訓
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が現在でもそのまま有効であるかを確認していくことも

重要と認識している．  

３．仙台長町未来共創センターの計画と建設 

 2020年 10月から，丸和運輸機関のご紹介を受けて，筆

頭著者の研究室と(株)フクダ・アンド・パートナーズと

の共同研究が始まった．研究対象は同社が仙台市内に建

設を予定していた防災機能の高いビルであり，このビル

を防災の面でいかに地域貢献に活用するかが主な研究課

題の一つとなった．そこで，同ビルを帰宅困難者の一時

滞在場所として位置付けること，さらに，東日本大震災

の被災地でも例が少ない企業防災の発信拠点 4)にするこ

とも選択肢となった． 

このため，この企業防災の発信のコンテンツとして，

第 2章で述べた(株)丸和運輸機関との共同研究で着手した

東日本大震災の企業防災の教訓の収集をより網羅的・体

系的に実施することとし，どのように発信することが有

効かの検討にも着手した． 

2021 年春にこのビルは着工され，2022 年春に竣工し，

仙台長町未来共創センター（略称：仙台長町 FC）と命名

された． 

図１ 仙台長町未来共創センターの外観 

このビルの説明を，(株)フクダ・アンド・パートナー

ズのウェブサイトの説明 5)から引用する． 

（前略）弊社が宮城県仙台市太白区郡山六丁目に

おいて開発を進めておりました，平時と非常時で機

能が変わる“リバーシブルビル”の「仙台長町未来

共創センター」につきまして，多くの方々のお力添

えを頂き，4 月 1 日にセンター開所の運びとなりまし

た．あわせて，同センター５階に弊社の仙台長町未

来共創センター・オフィスを開設いたしました． 

生活インフラである物流施設を「建設・不動産の

コ・ソーシングサービス」提供を通して支えてきた

弊社は，東日本大震災の際に 72 施設の物流センター

の復旧に取り組みました．仙台長町未来共創センタ

ーは，その東日本大震災時の「経験」と，地域の

人々の生活を守り支えたいという「想い」から，自

社で企画設計し，開発した防災型リバーシブルビル

です．

平常時には，再エネ 100％電力の調達，並びに電

気・水素自動車対応の V2X システム導入などを通し

て 脱炭素社会に貢献する郊外型オフィスビルです．

一方，非常時は地域防災施設となります．また，東

北大学災害科学国際研究所との企業防災・地域防

災・BCP に関する共同研究の知見を基礎にして，蓄

電池や非常用発電機により 3日間電気が消えないこと

を実現し，さらには仙台市との協定に基づいて，帰

宅困難者を受け入れる一時滞在施設の機能を果たし

ます．（後略） 

また，同社資料による施設概要は次のとおりである． 

階数 Ｓ造 5階建て 

敷地面積 1,426.67㎡ （431.57坪） 

延床面積 2,864.73㎡ （866.58坪） 

施設内容 オフィス・保育所・学童保育施設・セミナ

ースペース・備蓄倉庫 

同センターの 3階には，(株)丸和運輸機関の東北地方を

統括する子会社，(株)東北丸和ロジスティクスの本社オ

フィスがテナントとして入居し，さらに，同センター2

階を(株)丸和運輸機関が賃貸し「AZ-COM BCP ギャラリ

ー」を開設した．そこで，主にこの 2 階のギャラリース

ペースを，両社及び災害科学国際研究所が連携して企業

防災の発信拠点としても活用することとした．

４．大震災記録集の網羅的な収集 

 著者らは，企業に有用な東日本大震災の教訓を網羅

的・体系的に収集するため，インターネット検索（国立

国会図書館によるウェブサイトのアーカイブを含む）や

東北大学図書館の東日本大震災関連著作のリストから，

地方自治体，業界団体・経済団体の東日本大震災の記録

誌等の収集を行った．資料の名称にかかわらず，大震災

の被害や対応記録が含まれているものを幅広に検索した． 

 入手できた地方自治体の記録誌等は表 1 のとおりであ

る．収集できた記録誌等は全部で 163 である．例えば．

宮城県は 41とかなりの数になるが，同じ資料の本体と概

要版は別に数え，また，編別に分かれて公表されている

場合も別々に数えている．なお，インターネット検索で

作成されていることが分かったものの，ウェブサイトや

東北大学図書館で入手できなかった記録誌が 8 あったが，

今回は入手を断念した． 

表 1 収集した東日本大震災記録集等の資料数 

県別 自治体 資料数 備  考 

青森県 県庁 1 

2市町村 2 

岩手県 県庁 12 

14市町村 36 

宮城県 県庁 41 

18市町村 27 仙台市議会を含む 

秋田県 県庁 1 

山形県 県庁 1 

福島県 県庁 6 

8市町村 16 

茨城県 県庁 1 

6市町村 6 

千葉県 県庁 1 

8市町村 12 

合計 163 

注）表１中の市町村の具体名は以下のとおり 

青森県 1市町村～八戸市，三沢市  

岩手県 14市町村～盛岡市，宮古市，大船渡市，北上

市，久慈市，一関市，陸前高田市，釜石市，大槌

町，山田町，岩泉町，田野畑村，野田村，洋野町 

宮城県 18市町村～仙台市，石巻市，塩竈市，気仙沼

市，白石市，名取市，角田市，多賀城市，岩沼市，
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栗原市，東松島市，亘理町，山元町，松島町，七ヶ

浜町，大和町，美里町，南三陸町 

福島県 8市町村～いわき市，南相馬市，広野町，楢葉

町，富岡町，大熊町，浪江町，新地町 

茨城県 6市町村～笠間市，つくば市，ひたちなか市，

鹿嶋市，大洗町，東海村 

千葉県 8市町村～千葉市，銚子市，市川市，船橋市，

旭市，習志野市，我孫子市，栄町 

また，全国及び地方の経済団体，業界団体が公表して

いる東日本大震災の記録誌等については，岩手県，宮城

県，福島県の建設業協会がそれぞれ複数公表しているの

をはじめ，専門工事業，不動産業，生活環境事業，トラ

ック・運輸，倉庫，商工会議所など，22団体の 36の記

録誌等を収集することができた． 

５．民間企業に有益な教訓の抽出作業 

 第 4章で収集した記録誌等の資料は，PDF形式で用語

検索が可能なものが多かったことから，まず，宮城県の

公表資料から企業に関する教訓の箇所を試行的に検索

し，それを踏まえ，次の 16個の検索キーワード（事業

者，事業継続，事例，事業所，商工業，産業，取引，サ

プライ，商店，代替，企業，BCP，物流，連携，協定，

グループ補助金）を用いて民間企業の教訓となる可能性

のある個所を抽出した．さらに，その箇所に「必要があ

る」「重要である」「すべきだった」「求められる」

「望ましい」「工夫した」などの教訓となり得るキーワ

ードがあり，かつ，該当の段落（1または複数）の文字

数が全体で 200文字以上のものを抽出した 6)．なお，第 4

章及び上述の作業は，筆頭著者の研究室で雇用した東北

大学公共政策大学院生が大半を担当した． 

その後，著者らが抽出された該当箇所を読み，有益と

考えられるものを選んで企業の方にも読んで理解しやす

い情報発信用の資料として加工する作業を行い，現在も

継続中である．共同研究先の 2社が物流関連の企業であ

り，仙台長町未来共創センターを訪問する企業は物流関

係の企業が多いと見込まれることから，物流に関する課

題や問題点，工夫などを優先的に作業している． 

2022年 6月末段階での進捗度合は，抽出された情報の

数分の一程度を情報発信資料として加工したにとどまる

が，県や政令市など規模の大きな自治体の記録集に企業

活動（物資支援活動等を含む）の記述が多いのでそれら

を優先的に対処していることから，有用な情報が加工さ

れた割合は上述の進捗度合よりは高いと考えている．  

６．教訓の発信方法 

企業の教訓として収集した東日本大震災の教訓の発信

方法については，まず，A1 判のポスターとして印刷し，

仙台長町未来共創センターの 2 階スペースに展示して訪

問者に示することとした．そのポスターの例として，図

2 は宮城県の「東日本大震災－宮城県の６か月間の災害

対応とその検証－」（2012 年 3 月）（参考文献 5）を活

用したもの，図 3は仙台市の「東日本大震災 仙台市 震災

記録誌－発災から 1 年間の活動記録－（2013 年 3 月）」

（参考文献 6）を活用したものである． 

これらのポスターの展示による形式以外に，今後は，

ポスターで示した内容を講義形式でも発信できるよう，

パワーポイント形式の資料の作成を考えている．さらに，

同センターに備えられている動画展示機材を活用して，

講義の動画での提供も検討していくこととしている． 

図 2 作成した展示用資料その 1 

図 3 作成した展示用資料その２ 

東日本大震災の企業に関する教訓
1-2 物流に関する教訓（宮城県①）

本教訓資料の作成趣旨

２０１１年に発生した東日本大震災では、企業防災に関する教訓も様々にあった。その具体例を示し、企業の皆様の今後の防災、事業継続の対応
の参考に供する。ここでは、宮城県の記録誌における物流に関する教訓を示す。

宮城県「東日本大震災-宮城県の６か月間の災害対応とその検証-」（2012年3月）より

東北大学災害科学国際研究所 防災実践推進部門 防災社会推進分野 丸谷研究室

◆災害発生当初，県からの要望に基づき送付された政府物資は，到着
までに時間のかかる場合があった

宮城県の物資調達グループでは，災害発生直後の3月12日から，食糧等応急
生活物資の要望を政府に行った。県からの要望を受けて，政府では物資の調達 
輸送を行ったが，当初は，政府調達物資は遠隔地からの輸送となったため，現地
への到着までに著しく時間を要する場合があった。

国では，東海地震などの大規模地震については応急対策活動要領を定めてお
り，現地の要望がなくても，プッシュ型で食料等を被災都道府県の物資拠点へ迅
速に配送する計画となっている。しかし，本地域については，そうしたプッシュ型の
配送を想定した活動要領は策定されていなかった。
今後，本地域においても，大規模災害発生した際には，国においてはプッシュ

型での送付が計画される可能性がある。その場合，県としては，災害発生直後よ
り，大量の物資が送付されても対応できる物流体制を整えておく必要がある。

すなわち，より早期に，物資拠点に適した民間倉庫などを効果的に運用（入庫，
在庫管理など）し，迅速に市町村へ発送できるよう，あらかじめ，倉庫協会やトラッ
ク協会などと連携した体制を構築しておくことが求められる。

◆避難所への配送までを視野に入れて，救援物資物流の全体像を検
討する必要があった

災害当初，宮城県では，救援物資を合同庁舎まで輸送し，合同庁舎に市町村
が取りに来て避難所に配布する役割分担を基本としていた。しかし，対応できな
い市町も多く，合同庁舎からの輸送は，自衛隊や民間物流事業者によって実施さ
れる場合もあった。

その後，県においては，宮城県倉庫協会の協力により，物資拠点が合同庁舎か
ら民間倉庫に移行し，県物資拠点での入庫・在庫管理から市町物資拠点への発
送までの業務改善がなされた。しかし，被災市町においては，こうした物流専門機
関の協力を十分に得られず，物資拠点の運営に苦慮するとともに，市町物資拠
点から避難所や福祉施設などへの配送が難航した場合もあった。さらに，市町庁
舎が被害を受けて，市町の救援物資を含む災害対策機能が低下した自治体も
あった。

救援物資の輸配送・在庫管理業務は，被災自治体の単独では効率的な実施が
困難であり，民間物流業者等の協力が重要である。被災県民まで救援物資を届
けるという目的のために，県全体での，効果的な救援物資の物流システム（輸送，
倉庫業務，情報管理など）構築に向け，今後いっそうの県の主導による広域的な
取組みが期待される。

◆事前の災害時応援協定によって，宮城県倉庫協会から派遣された物
流専門家が，本部事務局執務室に駐在し倉庫関連業務を実施した

宮城県では宮城県倉庫協会と締結していた災害時の応援協定の中に，保管業
務のみならず，物流専門家の派遣についても記載をしていた。この協定により，
物資拠点における荷受等の実作業にとどまらず，ロジスティクス全般（在庫管理
などの情報処理や，倉庫の確保・配置など）への協力を受けることができ，救援
物資の輸送・在庫管理が効率化された。

宮城県倉庫協会においては，協定締結後，協会内で検討会を継続的に開催し，
新潟県中越沖地震に対応した物流専門家による講演や，簡易な在庫管理プログ
ラムを作成するなど，取組みを重ねてきていた。今後は，より一層協定を効果的
に運用するために，平常時より，県，倉庫協会・トラック協会や地方機関などが合
同で，情報伝達図上訓練や物流実働訓練も実施することが望まれる。

◆発災直後に，協定機関との連絡を迅速にとれなかった

災害発生の当日，本部事務局では，宮城県倉庫協会に電話で連絡がつかな
かった。災害発生当日，協定締結機関との連絡がとれなかった事態は，後述され
るように，他の協定機関（県トラック協会など）との間でも発生した。災害発生直後
から，連携した応急対策活動が必要な災害時応援協定の締結機関とは，確実に
連絡がとれるように，非常時の通信手段の確保が必要であり，協定先への非常
用通信機器の配備への公的補助なども検討が望まれる。また，通信不通時の連
絡方法（担当者が集合する場所など）についても，事前にルールを決めておくこと
も必要である。

◆事前に物資拠点として想定されていた施設を利用できず，民間倉庫を
利用することとなった

災害前に，県の物資拠点として想定されていた施設が，遺体安置所等で利用さ
れたため，物資拠点として利用できなかった。そこでまず，宮城県倉庫協会により，
仙台市内の民間倉庫4 か所が物資拠点として選定された。しかし，すぐに４か所
の倉庫では容積が不足し，次々に新たな倉庫を選定，確保することとなった。

一方，各地域では合同庁舎駐車場が，当初，物資拠点として利用されていたが，
これらは倉庫業務に適した施設ではなかった。

今後は，倉庫協会等の協力を得ながら，全県を視野にいれて，災害時の物資拠
点として適切な施設の候補を，あらかじめ選定しておくことが望まれる。すなわち，
民間倉庫，大規模展示場，旧市場施設などの施設から，容積・床荷重・交通アク
セス，県全体での配置バランスなどを勘案し，関係機関と災害時の協力が得られ
るよう，事前に協定等を締結することが求められる。そして，特に重要な施設に対
しては，非常用発電機や通信機器等の配備への公的補助なども検討が望まれる。

写真：支援物資配送拠点となった消防学校での搬入搬出
出典：仙台市「東日本大震災 1年の記録」

写真：消防学校（支援物資配送拠点）に搬入された支援物資（3月13日）
出典：仙台市「東日本大震災 1年の記録」

東日本大震災の企業に関する教訓
1-4 物流に関する教訓（仙台市）

本教訓資料の作成趣旨

２０１１年に発生した東日本大震災では、企業防災に関する教訓も様々にあった。その具体例を示し、企業の皆様の今後の防災、事業継続の対応
の参考に供する。ここでは、仙台市の記録誌における物流に関する教訓を示す。

「東日本大震災 仙台市 震災記録誌-発災から1年間の活動記録-」（2013年3月）より

東北大学災害科学国際研究所 防災実践推進部門 防災社会推進分野 丸谷研究室

◆経過

救援物資の輸送については、発災当日の市災害対策本部にて、物資集配拠点を
「元気フィールド仙台」（宮城野区・新田東総合運動場）とすることが決定され、翌
３月12日には物資が届き始めた。しかし、元気フィールドは物資を搬入する10t ト
ラックの切り返しができないことや、施設の特性上、開放性が高く物資を管理する
上では好ましくないことが判ったことから、市災害対策本部は物資集配拠点を「宮
城県消防学校」へ変更することを決定した。また、災害規模が大きく必要な物資
の把握などの担当であった健康福祉局が、遺体確認業務や避難所運営、福祉施
設等の調査等、他の担当業務のため人員が不足し、対応が実質的に不可能で
あったことから、経済局が必要物資の調達だけでなく、一元的に物資の業務全般
を担うこととなった。

◆総括

①物資集配拠点の課題

地域防災計画では物資集配拠点の具体的な場所が定められておらず、また、
事前に運用に関する十分な検討がなされていなかったことから、発災後、実際に
作業を行ってみるとさまざまな問題が生じた。立地だけでなく設備面等を含めた
今後の災害に備えた物資集配拠点の検討が必要であると認識した。

当初、物資集配拠点では、物資の到着時間等が明確でなく指示系統も混乱して
いた。

災害発生時には交通事情や通信状況の悪化から、物資の到着時刻や物資内
容が不確定のまま作業を進めざるを得ない状況となることも前提とした作業体制
の構築や作業内容の明確化が必要である。物資集配拠点には、作業を行う上で
フォークリフトや停電時の投光機等の機材の重要性も再認識された。今後、物資
集配拠点として予定される場所については、こうした機材の配備を含めて必要な
機能確保について検討を行う必要がある。

また、現場での混乱が生じないよう、物資集配拠点の場所についてマスコミに報
道しないよう依頼したが一部報道機関により情報が流れてしまったり、物資は
日々大量搬入され避難所へ輸送されていたものの、たまたま多く物資が集まって
いた時を捉えた報道がなされることもあった。これらにより大きな問題は生じな
かったものの、災害時におけるマスコミ報道の被災者や非被災地への影響力を
考えると、こうしたマスコミへの対応についても今後はどのように対応するべきか
について検討しておく必要がある。

②物資輸送システムの課題

物資輸送に関しては、行政では人員、ノウハウの面で限界があり、災害の規模
によっては豊富な経験やノウハウを持つ民間企業の協力を得ることも必要となる。

大規模災害も想定し、民間企業等の協力も前提とした、人員体制、役割分担、
資機材等の準備等について検討が必要である。

③物資マッチングの課題

被災者の物資ニーズに対して、物資が到着するまでのタイムラグが生じ、届い
たときにはその物資が必要ない状況も見られたことから、発災からの時間経過や
災害規模を考慮し、必要となる物資の種類や量を事前に整理しておくことにより、
避難所への物資到着をできるだけ短縮することが大事である。

また、女性等の視点を取り入れた物資やアレルギー対応食品の調達等、時間
経過とともに多種多様となってくる物資へのニーズへの対応についても、今回の
実例を踏まえて、十分に検討する必要がある。

④余剰物資の課題
災害時においては、不足を生じさせないという意識で支援要請を行ったり、被災

地からの要請を待たずして支援物資を送るなどで、意図せずとも結果的に物資が
集まり過ぎるなど、一定の余剰分が生じることが十分に考えられる。できる限り余
剰分が生じないよう、物資受付を終了する日や受付物資の告知等の対応策が必
要であるとともに、生じてしまった余剰物資の活用について、他の自治体への配
布など、どのような対応策が考えられるか検討しておくことも大事である。

写真：支援物資配送拠点となった消防学校での搬入搬出
出典：仙台市「東日本大震災 1年の記録」

当初、地域防災計画に基づき、物資は物
資集配拠点から各区役所に搬入され、区内
の避難所へ配送される流れとなっていたが、
人員や燃料、車両不足により、区役所にお
いて物資の滞留が発生し始めていたことか
ら、３月13 日からは、区役所を経由せず、
県消防学校に設置した物資集配拠点から
避難所へ直接配送することとした。さらに３
月16 日からは自衛隊員による自衛隊車両
を使った物資輸送が開始された。

◆物資集配拠点の移転

３月11 日に、物資集配拠点として決定さ
れた元気フィールドでは、大型トラックでの
搬入が困難であることや、周辺に対する開
放性が高いことから、今後物資管理のため
の人員が多く必要となることが想定された。

また、拠点での指揮系統が明確でなく、職員の間でも混乱が起こるなどの問題
が生じていた。

このため、集配拠点の移動と物資供給体制の再整備の必要性が現場から強く
要請され、３月12日に、物資集配拠点を県消防学校に移転すること、物資供給業
務について経済局が一元管理する案が市災害対策本部に了承された。（中略）

物資集配拠点となった県消防学校は、（中略）屋内訓練場は床がコンクリート敷
仕様で車両の進入が可能であったため、物資集配拠点は主にこの屋内訓練場が
活用された。（中略）

移転当初は、フォークリフトや投光機等の機材が揃わず、非効率な作業を強い
られ、大量の人員が必要となり、さらには、救援物資の到着時間や量等の情報が
錯綜して適正な人員配置ができなかった。３月12 日の時点では、50 名以上の職
員で翌日まで仮眠をとることなく、手作業で荷降ろし作業を行っている状況であっ
た。そこでまず、停電時や夜間の作業効率を上げるために、投光機やフォークリ
フト、パレット等をレンタルにより確保した。（中略）

また、配備された職員には、応援要員としてさまざまな部署から派遣されてきて
おり、物資集配拠点の運営における指示系統が確立できない状況にあったうえ、
現場での物資管理に関するノウハウがないこと、あわせて避難所開設長期化の
見通しに伴い、他業務に人員が必要となることを想定し、３月13 日に県消防学校
における集配業務の作業の一部を民間企業へ委託した。

この民間企業には、物流作業の経験者がおり、物資集配拠点における物資の
配置換えが提案され、濡れてもよいものや緊急性を要さないもの等（ペットボトル
飲料、真空パックされた毛布等）は屋外保管とし、物資の出入の効率性等を考慮
して賞味期限の近いものは前に積むなどの対応を行った。（後略）

（前略）物資集配拠点には続々と物資が搬入され、県消防学校のスペースで
は足りなくなってきたため、他の場所に保管場所を確保する必要が生じていた。
当初、シェルコムせんだい（泉区・仙台市屋内グラウンド）が候補にあげられたが、
構造上10ｔ トラックでの搬入が困難との理由から断念し、３月19日に予備倉庫とし
て大衡村にある民間倉庫を借りることとした（この倉庫は平成23 年10 月末まで活
用された）。

比較的急を要しない物資等は、民間倉庫へ移動させることにより、県消防学校
の機動性を維持した。

図１ 避難所への直送システム
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７．仙台市を含めた4者の協定 

仙台長町未来共創センターが仙台市の帰宅困難者の一

時滞在場所と正式に位置付けられたこと，また，(株)丸

和運輸機関が仙台市と災害時の物資支援協定を締結した

こととも関連して，仙台市，共同研究先企業 2 社及び災

害科学国際研究所による「仙台市，東北大学災害科学国

際研究所，丸和運輸機関及びフクダ・アンド・パートナ

ーズの仙台長町FCを活用した企業防災等の推進に関する

協定書」が，2022 年 4 月 6 日，仙台長町未来共創センタ

ーのビルのお披露目の式典に合わせて締結された．この

協定に本論文でこれまで述べた同センターからの企業向

けの東日本大震災の教訓の発信も含まれている． 

協定の第 1条の目的の規定は次のとおりである． 

 本協定は，甲，乙，丙及び丁が，仙台長町 FC を活

用し，それぞれが有する災害科学の知見並びに災害

予防，災害復旧及び災害復興の技術及び経験の活用

を図りながら，相互に協力し，地域における企業防

災及び事業継続，震災の教訓及び伝承の活用その他

の推進に寄与することを目的とする． 

また，第 2条の連携項目は 次のとおりである． 

(1)仙台長町 FC を活用した地域における企業防災及び

事業継続の推進並びに防災教育及び人材育成の推進

(2)仙台長町 FC における大規模災害時の一時滞在場所

の提供及び応急救済に係る活動協力

(3)仙台長町 FCにおける防災設備活用の推進

(4)仙台長町 FC を拠点とした東日本大震災からの復興

の推進並びに同震災の教訓及び伝承の活用推進

(5)災害が発生した場合における支援物資輸送の推進

(6)以上のほか，災害科学の知見並びに災害予防，災

害復旧及び災害復興の技術及び経験の共有

(7)その他，本協定の目的遂行上必要な事項

今後，仙台市との連携も含めた企業防災及び事業継続

の推進の情報発信の体制が整ったことになる． 

図 4 4者による協定の締結式 

８．おわりに 

本論文では，東日本大震災における企業に有用な教訓

を抽出・整理し，仙台市内の新設された民間企業の防災

ビルを拠点として発信を行う取組みを報告した．情報発

信に使用するポスター等の資料の作成は現在継続中であ

るが，研究室と企業の共同研究の一環として，引き続き

着実な進捗に努力したいと考えている． 

なお，著者らは，企業防災の発信において，11 年前の

東日本大震災の後に発生した大災害の教訓も合わせて抽

出し，発信することが企業の防災・事業継続のために有

効であると認識し，2016 年熊本地震，令和元年東日本台

風などの記録集等の収集も行っており，今後の情報発信

に活用する考えである． 
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補注 

1) 参考文献 1 及び 2．なお，筆頭著者はこの会議の事務局（内

閣府防災担当）において報告の取りまとめに従事した． 

2) 例えば，参考文献 3の国土交通省の記録誌，参考文献 4の中

小企業白書（2012年版）などがある． 

3) 仙台市では，2021年6月に災害の経験に学ぶ「仙台市職員間

伝承ガイドブック」を作成したが，その趣旨について，

「東日本大震災から 10 年が過ぎ，震災後に仙台市役所に入

庁した職員は全体の 4割を超えています．震災の経験や教訓

を職員間で伝承し，災害対応力の向上や災害に強いまちづ

くりを進めていくことは東日本大震災を経験した基礎自治

体としての責務です．」としている． https://www.city. 

sendai.jp/sesakukoho/gaiyo/shichoshitsu/kaiken/2021/06/01guideb

ook2.html（2022年 6月 26日閲覧）

4) 企業が東日本大震災の企業防災の教訓を学べる公開施設と

しては，みやぎ生協の「東日本大震災 学習・資料室」（仙

台市泉区八乙女 4丁目 2-2みやぎ生協 文化会館ウィズ 1階）

がある．https://www.miyagi.coop/outline/shien/study_data/

5) (株)フクダ・アンド・パートナーズのウェブサイト「新着情

報」「仙台長町未来共創センター 開所のお知らせ」https:// 

www.fandp.co.jp/information/8245_20220406（2022年6月26日

閲覧） 

6) 文字数が 200文字以上のものに限った理由は，それより短い

と教訓として十分な情報がないと判断したからである． 
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